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今
年
一
〇
月
、
中
国
共
産
党
第
一
九
期
中
央
委
員
会
第
五
回

全
体
会
議
（
一
九
期
五
中
全
会
）
が
挙
行
さ
れ
た
。
会
議
で
は
、

二
〇
二
一
年
三
月
開
催
予
定
の
全
国
人
民
代
表
大
会
で
正
式
決
定
さ

れ
る
第
一
四
次
五
ヵ
年
計
画
（
二
一
～
二
五
年
）
の
策
定
方
針
と
、

三
五
年
の
国
家
目
標
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て
、
習
近
平
党
総
書
記

が
説
明
演
説
を
行
い
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
討
議
を
経
て
決
議
文
書
が

採
択
さ
れ
た
（
以
下
、
一
四
・
五
方
針
、
三
五
年
目
標
、「
決
議
」）。

ま
た
、
二
二
年
の
第
二
〇
回
党
大
会
で
、
総
書
記
の
二
期
目
の
任
期

を
終
え
る
習
近
平
の
後
任
人
事
に
関
わ
る
決
定
が
な
さ
れ
る
と
の
予

測
も
あ
っ
た
が
、
結
局
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　

筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
会
議
の
意
義
は
、
習
近
平
政

権
発
足
以
降
、
特
に
一
七
年
の
一
九
回
党
大
会
以
来
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
「
既
定
路
線
の
正
当
化
・
定
着
化
・
具
体
化
」
に
あ
る
。

新
機
軸
の
提
案
よ
り
も
、
党
大
会
以
来
の
内
外
情
勢
を
踏
ま
え
つ

つ
、
根
拠
と
な
る
公
式
文
書
の
作
成
を
通
じ
、
次
の
二
点
に
お
い

て
、
党
大
会
で
提
起
さ
れ
た
国
家
の
発
展
構
想
の
再
確
認
お
よ
び
、

あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
い
た
部
分
の
政
策
的
肉
付
け
が
図
ら
れ
た
。
そ

の
二
つ
と
は
、
習
近
平
に
よ
る
三
期
目
続
投
と
、「
量
よ
り
質
を

重
視
」
し
た
発
展
で
あ
る
。
習
近
平
率
い
る
中
国
は
、
今
後
数
年

間
、「
内
向
的
グ
ロ
ー
バ
ル
パ
ワ
ー
（internal-oriented global 

pow
er

）」—
—

い
く
ら
か
形
容
矛
盾
の
言
葉
だ
が—

—

を
目
指
す

だ
ろ
う
。

愛
知
県
立
大
学
准
教
授

鈴
木 

隆

注
目
の
一
九
期
五
中
全
会
は
、
中
・
長
期
計
画
を
掲
げ
、

具
体
的
な
政
策
を
決
定
す
る
手
堅
い
も
の
に
。

決
議
の
「
言
葉
」
を
分
析
し
、
人
事
を
確
認
す
る
こ
と
で
、

習
近
平
体
制
の
「
強
さ
」
と
「
密
度
」
を
み
る
。

今
号
・
次
号
に
わ
た
っ
て
お
伝
え
す
る
。

す
ず
き　

た
か
し　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法

学
研
究
科
博
士
課
程
満
期
退
学
。
博
士（
法
学
）。

専
門
は
中
国
政
治
。
日
本
国
際
問
題
研
究
所
研

究
員
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
大
学
訪
問
研
究

員
な
ど
を
歴
任
。
二
〇
一一
年
よ
り
現
職
。
著
書

に
『
中
国
共
産
党
の
支
配
と
権
力
』
な
ど
。

習
近
平
政
権「
内
向
的
グ
ロ
ー
バ
ル
パ
ワ
ー
」へ
の
道（
上
）

—
—

「
一
九
期
五
中
全
会
」
で
既
定
路
線
が
固
め
ら
れ
る
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「
決
議
」
に
み
る
国
政
運
営
の
焦
点

　

①
政
治
：
長
期
政
権
樹
立
に
向
け
た
習
近
平
の
意
志

　

習
近
平
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
今
回
の
五
中
全
会
を
含
め
、
自

身
の
後
継
候
補
者
の
育
成
な
ど
、
政
治
的
継
承
の
た
め
の
公
式
的
措

置
を
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
。
現
時
点
で
は
、
二
〇
二
二
年
以
降

も
最
高
指
導
者
の
地
位
を
維
持
す
る
と
の
決
意
を
持
ち
、
こ
れ
を
候

補
者
未
定
の
形
で
党
の
内
外
に
周
知
を
図
っ
て
い
る
。
今
年
九
月
に

発
出
さ
れ
た
「
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
工
作
条
例
」
も
、
中
央
政

治
局
・
同
常
務
委
員
会
・
中
央
書
記
処
な
ど
各
種
会
合
の
議
題
設
定

権
を
総
書
記
が
独
占
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
な
ど
、
党
の
公
式
制
度

と
し
て
習
近
平
の
権
力
を
さ
ら
に
強
化
し
た
。

　

政
権
続
投
へ
の
意
欲
は
「
決
議
」
の
文
面
に
も
表
れ
て
い
る
。
五

中
全
会
で
は
、一
九
回
党
大
会
で
示
さ
れ
た
長
期
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、

不
明
瞭
で
あ
っ
た
三
五
年
目
標
（
二
一
年
の
党
創
立
一
〇
〇
周
年
と

四
九
年
の
建
国
一
〇
〇
周
年
の
中
間
点
）
が
議
論
さ
れ
た
。
だ
が
、

計
六
〇
に
及
ぶ
「
決
議
」
の
記
載
項
目
の
う
ち
、
当
該
の
説
明
部
分

は
第
三
項
の
み
で
、
分
量
は
ご
く
少
な
い
。
ま
た
、「
一
人
当
た
り

Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
中
等
先
進
国
の
水
準
に
達
す
る
」
な
ど
一
部
の
表
現
を
除

け
ば
、
三
五
年
の
展
望
は
、
お
お
む
ね
抽
象
的
表
現
に
と
ど
ま
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
三
五
年
目
標
の
提
示
は
、
権
力
維
持
に
対
す
る
習
近
平

の
決
意
表
明
の
意
味
合
い
が
強
い
。

　

同
じ
こ
と
は
、
国
防
近
代
化
の
必
要
を
述
べ
た
箇
所
に
も
言
え

る
。「
決
議
」
は
、「
国
家
の
主
権
・
安
全
・
発
展
の
利
益
を
守
る
戦

略
能
力
を
高
め
、
二
〇
二
七
年
に
軍
創
設
一
〇
〇
周
年
の
奮
闘
目
標

の
達
成
を
保
証
す
る
」
こ
と
を
指
示
し
た
（
人
民
解
放
軍
の
創
設

は
一
九
二
七
年
八
月
）。
こ
の
「
軍
創
設
一
〇
〇
周
年
の
奮
闘
目
標
」

の
語
は
、
公
開
文
献
で
は
初
め
て
登
場
し
た
と
さ
れ
、
中
国
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
で
は
、
新
兵
器
の
開
発
や
台
湾
へ
の
侵
攻
計
画
な

ど
、そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
臆
測
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
そ
う
し
た
軍
事
的
観
点
の
ほ
か
に
も
、
指
導
力
の
レ
ー

ム
ダ
ッ
ク
防
止
と
長
期
政
権
を
目
指
す
習
近
平
の
意
図
も
含
ま
れ
る

よ
う
に
思
う
。
仮
に
二
二
年
以
後
、
党
総
書
記
や
国
家
主
席
に
留
任

で
き
な
い
場
合
、
鄧
小
平
や
江
沢
民
の
よ
う
に
、
二
七
年
ま
で
中
央

軍
事
委
員
会
主
席
（
一
期
五
年
）
の
ポ
ス
ト
を
保
持
し
、
最
高
指
導

者
と
し
て
「
院
政
」
も
あ
り
う
る
と
い
う
政
治
的
牽
制
で
あ
る
。

　

②
経
済
・
社
会
：「
新
し
い
発
展
理
念
」
と
「
新
し
い
発
展
構
造
」

　

Ａ
・
二
〇
三
五
年
の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン

　

も
っ
と
も
、
中
国
の
将
来
像
を
考
え
る
上
で
、
三
五
年
目
標
に

全
く
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
中
国
の
官
僚
政
治
家

た
ち
の
政
治
的
思
考
で
は
、
五
年
を
一
つ
の
時
間
的
単
位
と
し
て
、
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一
〇
・
一
五
・
二
〇
年
先
を
構
想
す
る
五
ヵ
年
計
画
的
発
想
は
、
毛
沢

東
時
代
以
来
、
慣
習
化
し
て
い
る
。
加
え
て
改
革
開
放
以
降
、
中
国

の
飛
躍
的
発
展
を
直
接
に
体
験
し
た
習
近
平
の
世
代
は
、
一
五
～

二
〇
年
程
度
で
現
実
世
界
は
大
き
く
変
わ
り
、
ま
た
、
変
え
う
る
と

い
う
実
感
と
自
負
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
置
い
て
、
三
五
年
目
標
の
要
点
を
確
認
す

れ
ば
、
①
経
済
や
科
学
技
術
を
中
核
と
す
る
国
力
の
大
幅
上
昇
、
②

経
済
規
模
と
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
中
等
先
進
国
水
準
へ
の
増
加
、

③
地
域
・
階
層
間
格
差
の
「
顕
著
な
縮
小
」、
④
「
カ
ギ
と
な
る
核

心
技
術
の
大
き
な
突
破
」
に
よ
る
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
型
国
家
の
先

頭
集
団
入
り
」
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
④
は
三
五
年
目

標
全
体
の
カ
ナ
メ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

②
と
③
に
関
し
、
前
者
は
、
現
在
の
約
一
万
ド
ル
か
ら
三
万
ド
ル

へ
の
引
き
上
げ
を
含
意
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
説
明
演
説
の
中
で

習
近
平
は
、「
決
議
」
が
中
央
委
員
全
体
会
議
の
文
書
で
は
初
め
て
、

格
差
是
正
の
面
で
「
顕
著
で
実
質
的
な
進
展
を
得
る
」
と
記
し
た
こ

と
を
自
賛
し
た
。

　

し
か
し
、
三
五
年
目
標
は
も
ち
ろ
ん
、
一
四
・
五
方
針
で
も
、
コ

ロ
ナ
禍
の
下
、
格
差
の
拡
大
・
固
定
化
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
所
得
再
分
配
の
本
丸
で
あ
る
税
制
改
革
、
特
に
相
続
税

や
固
定
資
産
税
へ
の
言
及
は
な
い
。
だ
が
、
一
九
九
七
年
の
一
五
回

党
大
会
の
政
治
報
告
（
中
央
委
員
会
決
議
よ
り
格
上
の
公
式
文
書
）

で
、
江
沢
民
総
書
記
（
当
時
）
は
、「
相
続
税
（
中
国
語
は
遺
産
税
）

な
ど
の
新
た
な
税
」
の
導
入
に
よ
り
、
貧
富
の
「
二
極
分
化
を
防
止

す
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
の
一
六
回
党

大
会
か
ら
今
日
ま
で
二
〇
年
以
上
、
相
続
税
の
言
葉
は
、
政
治
報
告

に
一
度
も
登
場
し
て
い
な
い
。
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
と
さ
れ
る
習
近
平

も
、
こ
の
方
面
の
既
得
権
益
層
の
前
で
は
無
力
で
あ
る
。

　

Ｂ
・ 

中
期
計
画
（
二
〇
二
一
〜
二
五
年
）
の
発
展
シ
ナ
リ
オ

　

一
四
・
五
方
針
に
つ
い
て
、
個
別
の
経
済
・
社
会
政
策
の
内
容
、

特
に
そ
の
経
済
学
的
分
析
は
、
専
門
家
の
手
に
委
ね
た
い
。
こ
こ
で

は
政
治
・
外
交
的
観
点
か
ら
、
同
方
針
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
、
す

な
わ
ち
「
強
国
」
と
「
質
の
高
い
発
展
」
か
ら
想
定
さ
れ
る
政
治
的

可
能
性
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、強
国
は
も
と
も
と
、二
〇
一
七
年
の
一
九
回
党
大
会
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
。
同
大
会
で
習
近
平
は
、
四
九
年
の
建
国
一
〇
〇
周

年
ま
で
の
「
社
会
主
義
現
代
化
強
国
」
の
実
現
と
、
そ
の
前
提
と
し

て
の
多
分
野
多
方
面
に
わ
た
る
強
国
水
準
の
達
成
を
求
め
た
。
今
回

の
「
決
議
」
の
中
に
も
、
科
学
技
術
強
国
、
製
造
強
国
、
ネ
ッ
ト
強

国
、
貿
易
強
国
、
海
洋
強
国
、
交
通
強
国
、
教
育
強
国
、
人
材
強
国

な
ど
多
く
の
言
葉
が
見
え
る
。
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だ
が
、「
決
議
」
で
そ
れ
以
上
に
目
立
つ
の
は
、
計
九
回
登
場
す

る
「
質
の
高
い
発
展
」
の
フ
レ
ー
ズ
と
そ
れ
に
類
す
る
用
例
で
あ
る

（
表
１
）。

　

説
明
演
説
の
中
で
習
近
平
は
、「
質
の
高
い
発
展
」
を
「
新
し
い

発
展
理
念
」
と
呼
び
、
一
四
・
五
方
針
の
「
主
題
」
に
据
え
た
。
量

か
ら
質
へ
の
発
展
観
の
転
換
も
、
や
は
り
一
九
回
党
大
会
で
提
起
さ

れ
た
も
の
だ
が
、
五
中
全
会
で
は
、
そ
の
適
用
対
象
を
当
初
の
経
済
・

社
会
分
野
か
ら
、
党
改
革
や
「
一
帯
一
路
」
の
外
交
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
は
じ
め
、
近
年
の
目
玉
政
策
（
例
・
副
都
心
「
雄
安
新
区
」
と
香

港
地
区「
大
湾
区
」の
建
設
）全
般
に
拡
大
し
た
。
党
改
革
の
面
で
は
、

早
く
も
一
一
月
初
め
、
党
中
央
組
織
部
は
「
質
の
高
い
発
展
」
へ
の

貢
献
を
主
眼
と
し
て
、
幹
部
の
人
事
考
課
制
度
を
見
直
す
こ
と
を
全

国
に
通
知
し
た
（「
人
民
日
報
」
一
一
月
六
日
付
）。
要
す
る
に
、
五

中
全
会
は
、「
強
国
化
＝
質
の
高
い
発
展
」
と
同
定
し
た
上
で
、政
治
・

経
済
・
社
会
・
外
交
・
安
全
保
障
な
ど
全
方
面
で
の
質
の
向
上
、
レ

ベ
ル
ア
ッ
プ
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、「
決
議
」
は
ま
た
、
①
科
学
技
術

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
、
②
国
内
市
場
の
発
展
の
二
つ
を
重
視
す

る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

①
は
、
三
五
年
目
標
と
同
じ
く
、
一
四
・
五
方
針
で
も
科
学
技
術

振
興
が
強
調
さ
れ
た
。
計
一
二
の
個
別
の
政
策
分
野
の
う
ち
、
筆

頭
の
説
明
は
、「
科
学
技
術
の
自
立
自
強
」
に
向
け
た
施
策
で
あ
り
、

指
導
部
の
思
い
入
れ
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
は
、「
科
学

技
術
強
国
」
建
設
の
た
め
の
「
挙
国
体
制
」
の
確
立
、「
カ
ギ
と
な

る
核
心
技
術
の
攻
略
戦
」
で
の
勝
利
な
ど
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
。

　

②
に
関
し
て
は
、「
国
内
大
循
環
を
主
体
と
す
る
国
内
・
国
際
の

二
つ
の
循
環
」
と
い
う
「
新
し
い
発
展
構
造
」
の
構
築
を
強
調
し

た
。
習
近
平
い
わ
く
、
改
革
開
放
以
来
、
特
に
〇
一
年
の
世
界
貿
易

機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
加
盟
以
来
、
中
国
は
、
国
際
経
済
シ
ス
テ
ム
に
積

極
的
に
参
入
し
、「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
恩
恵
を
享
受
し
て
き
た
。

だ
が
近
年
で
は
、
米
国
主
導
の
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
潮
流
に
よ
り
、

「
伝
統
的
な
国
際
循
環
は
、
顕
著
に
弱
体
化
し
た
」。
そ
れ
ゆ
え
今
後

は
、
内
需
拡
大
と
国
内
市
場
の
整
備
に
努
め
、「
発
展
の
立
脚
点
を

中
国
国
内
に
置
く
」
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
内
と
国
際
の
循

環
の
う
ち
、重
点
は
明
ら
か
に
前
者
に
置
か
れ
て
い
る
。「
一
帯
一
路
」

の
よ
う
な
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
、
こ
れ
に
資
す
る
方
向
で
調
整
が

図
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
科
学
技
術
の
自
立
自
強
」
や
「
国
内
大
循
環

を
主
体
と
す
る
」
な
ど
の
表
現
に
見
ら
れ
る
通
り
、
一
四
・
五
方
針

は
自
主
自
立
を
基
調
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
中
国
の
経
済
・
社
会
シ

ス
テ
ム
の
性
質
、
ひ
い
て
は
、
国
民
意
識
の
レ
ベ
ル
で
も
、
内
向
き

志
向
が
い
ま
以
上
に
強
ま
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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表1　「決議」中の「質の高い発展」の主な類例

「供給の質」、「輸出の質」
「農業の質・効率・競争力」、「農民住宅建設の質」
「雇用の量を拡大し、雇用の質を高める」
「人民生活の質」
「高等教育の質」
「環境の質」、「生態システムの質と安定性」
「党建設の質」、「国防と軍隊の現代化の質と効率」

・「質の高い○○」「高い質の××」
「質の高い供給」
「“一帯一路”の共同建設で、質の高い発展を推進する」
「質の高い教育体系を作り上げる」
「高い質の引進来（外資導入）、高い水準の走出去（海外進出）を実現する」
「雄安新区を、高い基準・高い質で建設する」
「広東・香港・マカオの大湾区（ビッグベイエリア）を、高い質で建設する」

・改善、向上すべき「△△の質」

国家発展改革委員会高技術産業司司長、広東省深圳市長・市委書記

山西省委軍民融合弁公室主任（兼任）

中国兵器工業集団公司総経理、中国北方工業公司董事長

中国航天工業総公司人事労働局局長、国務院工業・情報化部副部長、

国家航天局局長、国家原子力機構主任、国家国防科学技術工業局局長

陝西省西安市高度新技術区管理委員会主任

中国航天科技集団総経理、国防科学技術工業委員会主任、有人宇宙

飛行・月探査プロジェクトの責任者、中国宇宙航空学会理事長、中

国商用飛行機有限責任公司董事長

国務院情報産業部第15研究所所長、人民解放軍総装備部科技委員

会兼職委員、国務院情報産業部副部長、同工業・情報化部副部長

国務院機械工業部弁公庁秘書、中国機械装備集団公司弁公室主任

国務院航空航天工業部、航天工業総公司、中国航天科技集団副総経理

中国航天科技集団公司董事長、国務院工業・情報化部副部長、国家

航天局局長、国家原子力機構主任、国家国防科学技術工業局局長、

中央秘密保持委員会委員、国家国防動員委員会委員、国務院中央軍

事専門委員会委員

ハルビン工業大学航天学院副院長、中国空間技術学院（五院）副院長、

中国航天科技集団公司総経理、国務院工業・情報化部副部長、国家

航天局局長、国家原子力機構主任、国家国防科学技術工業局局長、

国務院中央軍事専門委員会委員

広西チワン族自治区高技術処調査研究員兼中国科技開発院広西分院

院長助理、広西チワン族自治区科技庁庁長、自治区科学協会副主席、

中国科技開発院広西分院理事長・院長

上海第二医科大学校長、上海市副市長、上海市党委員会常務委員、

浦東新区区委書記、中国（上海）自由貿易試験区管理委員会主任

湖北省武漢市東湖新技術開発区管理委員会主任

許勤
林武
張国清
陳求発

景俊海
張慶偉

類勤倹

呉政隆
袁家軍
許達哲

馬興瑞

藍天立
（チワン族）

劉暁明

唐良智

59

58

56

66

60

59

64

56

58

64

61

58

57

60

2017年4月

2020年1月

2020年8月

2017年1月

2018年1月

2017年

2017年

2017年7月

2020年8月

2016年12月

2017年

2020年10月

2017年5月

2018年1月

河北省

山西省

遼寧省

遼寧省

吉林省

黒竜江省

江蘇省

江蘇省

浙江省

湖南省

広東省

広西チワン族

自治区

海南省

重慶市

省長

省長

党委書記

人代常委会主任

党委書記

党委書記

党委書記

省長

党委書記

省長

省長

自治区政府主席

省長

市長

表2　中央派 ①　科学技術とハイテク産業、「軍民融合」、対外経済の人材（計14名）

（補注）・年齢は、2020年から出生年を機械的に差し引いたもので、一つの目安として示す。以下の表も同じ。
　　　・表中、景俊海と劉暁明は、政治人脈に基づく表4（次号に掲載）にも記載。

氏名　　　年齢（歳）　　 行政区 役職 主な職歴着任年月



トレンド2020

111

地
方
人
事
で
の
五
中
全
会
路
線
の
構
造
化

　

① 
一
級
行
政
区
（
省
レ
ベ
ル
）
の
人
事
概
観

　

冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
期
五
中
全
会
で
は
、
中
央
人
事
の
決

定
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
本
論
の
主
旨
に
即
し
て
言
え
ば
、

高
官
人
事
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
期
習
近
平
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し

た
二
〇
一
七
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
行
わ
れ
て
き
た
省
級
行
政
区
の

人
事
動
向
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、「
決
議
」
の
末
尾
に
あ

る
通
り
、
一
四
・
五
方
針
に
基
づ
き
、
来
年
三
月
ま
で
、
中
央
と
各

地
方
で
個
別
の
五
ヵ
年
計
画
が
策
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
決
議
」
の
実
効
性
の
大
部
分
は
、
各
地
の
計
画
と
実
行
の
如

何
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
全
国
三
一
の
一
級
行
政
区
に
お
け
る
主
要

な
政
治
職
位
（
共
産
党
委
員
会
書
記
、
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会

主
任
、
行
政
首
長
）
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
は
、「
省
部
級
」

と
称
さ
れ
る
大
臣
級
の
官
職
で
、
本
年
一
〇
月
時
点
で
計
七
〇
名
が

そ
の
任
に
就
い
て
い
る
。
党
委
書
記
が
人
代
常
委
会
主
任
を
兼
務
す

る
の
が
基
本
だ
が
、
書
記
が
党
中
央
政
治
局
委
員
で
あ
る
六
つ
の
行

政
区
で
は
、
別
の
人
物
が
主
任
を
務
め
る
。
他
に
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル

（
中
央
政
治
局
委
員
の
兼
任
）
と
チ
ベ
ッ
ト
の
両
「
民
族
自
治
区
」、

お
よ
び
、
人
事
調
整
の
一
時
的
措
置
と
し
て
遼
寧
省
が
三
名
体
制
と

な
っ
て
い
る
（
二
三
行
政
区
×
二
＝
四
六
名
、（
六
＋
一
＋
一
）
行

政
区
×
三
＝
二
四
名
）。
一
九
回
党
大
会
が
開
か
れ
た
一
七
年
以
降

に
着
任
し
た
者
が
、
全
体
の
約
八
割
（
五
七
名
）
を
占
め
る
。
換
言

す
れ
ば
、
習
近
平
カ
ラ
ー
を
強
く
反
映
し
た
人
事
の
物
差
し
で
選
出

さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。

　

筆
者
の
分
析
で
は
、
こ
れ
ら
の
省
級
幹
部
は
「
地
方
派
」
と
「
中

央
派
」
に
大
別
で
き
る
。
地
方
派
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
主
な
パ
タ
ー

ン
は
、
①
出
身
地
で
あ
る
省
級
行
政
区
内
で
の
昇
進
、
②
出
身
地
と

異
な
る
現
任
地
で
の
長
期
勤
務
、
③
地
元
で
一
定
の
役
職
に
達
し
た

後
、
他
の
省
級
行
政
区
間
の
複
数
回
の
異
動
、
④
民
族
自
治
区
に
お

け
る
少
数
民
族
出
身
者
へ
の
ポ
ス
ト
割
り
当
て
、
な
ど
で
あ
る
。
地

方
派
の
共
通
点
は
、
中
央
の
党
政
機
関
で
の
勤
務
経
験
が
ほ
と
ん
ど

な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

④
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
民
族
自
治
区
（
内
モ
ン
ゴ
ル
、
広
西
チ

ワ
ン
族
、
寧
夏
回
族
、
チ
ベ
ッ
ト
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
）
で
、「
党
委

書
記
は
漢
族
、
そ
の
他
ポ
ス
ト
は
少
数
民
族
出
身
者
」
と
す
る
規
則

が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
上
記
七
〇
名
の
中
で
地
方
派
に
区
分
さ
れ
る

の
は
二
〇
名
、
う
ち
九
名
は
自
治
区
関
係
者
で
あ
る
。
表
２
に
記
載

し
た
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
政
府
主
席
も
、
本
来
こ
の
範
疇
に
属
す

る
。
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
号
に
続
く
）




